
そ の 他
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スマイルおおえ 

■ 生活支援   □ 見守り 

■ 買物支援   ■ 居場所作り 

■ 移動支援   □ 協議体 

市町村名：熊本市 

部署名：熊本市中央4地域包括支援センター 

ささえりあ天神 

連 絡 先：096-327-9327 

地域の概要 

・熊本市にある 92小学校区の一つ（中央区）。市中心部に近い住宅地 

・人口 11,000、近年マンション増加→新住民と子どもが増加 

・65 歳以上 24％、75 歳以上 12％（市平均以下） 

・世帯数 5,800、うち単身世帯 3,200（市平均以上） 

・大学、高校４、中学３、小学校 

・県営団地４、市営団地２→低所得者が多い 

・昔からいる住民は高齢化＋単身化＋孤立化 

 取組みの背景 

2014年、大江校区社協による生活支援活動開始（電話相談、ちょっとボランティア等） 

2016年4月、熊本地震後の片付け活動で生活支援が定着 

2025年2月、イオン熊本中央店閉店 

→買い物に困っている人がいる 

 →移動支援をやりたい！ 

→市の補助事業を利用したら？（ささえりあの勧め） 

 →それなら「百歳体操」も補助事業でできるよね 

→生活支援も補助事業にできるんじゃない？ 

実施までの流れ 

▽組織作り：校区社協を母体に任意団体「スマイルおおえ」を設立 

▽各事業の準備 

・移動支援 

・ミニデイ（百歳体操） 

・生活支援活動 

▽市の補助事業に応募 

→ 2025年5月、スマイルおおえとして活動開始 

事業名称 
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取組みの概要 

１ 移動支援 

（１）利用できる人 

・大江校区住民で「移動に困っている人」 

・年齢や障がいの有無など特に決まりなし 

・利用目的に制限なし（買い物、病院、遊び…） 

（２）実施内容・ルール 

・日曜休日は休み、前日までに予約（当日でも可） 

・運転者の出発から帰還までおおむね20分（最大40分）で行けそうな場所 

・乗車時、降車後も必要に応じて介助、支援 

・運転ボランティア２名（講習受講済み）、車３台（軽、軽ライトバン）を使用 

・保険：福祉サービス総合補償＋送迎サービス補償 

・ガソリン代相当額＋任意の寄付 

（３）5月～11月の実績：月平均80件、8割が通院・入退院 

２ ミニデイ「スマイルおおえ百歳体操」 

（１）毎週土曜午前9時半～12時半、大江地域コミュニティセンターで開催、無料 

・健康体操（「いきいき百歳体操」＋脳トレ体操＋ストレッチ）を2回実施 

・コミュニティカフェ「愛らんど」でコーヒーやお茶を提供 

（２）5月～11月の実績：毎回30～40名参加 

３ 生活支援 

（１）利用できる人：上記の移動支援と同じ 

（２）手順 

①申込（大江校区社協の「何でも電話相談」、町内会長や民生委員の相談、その他） 

②調査（訪問等により要望についての必要性や支援内容を検討） 

③提案 

④手配 

⑤実施 

⑥確認 

（３）30分までは無料、30分を超える場合は本人の同意を得て30分につき500円 

（４）令和7年5月～同年11月の実績：月平均10件（除草、ゴミ出し、片付け等） 

 生活支援コーディネーターの役割 

・協議体にてイオン熊本中央店の閉店により買い物が困難になると考えられる地域を地図で

示し、対応を検討した。 

・移送支援の立ち上げについてご相談いただいた際に地域支えあい型サービスについての情

報提供を行い、立ち上げまでの支援を行った。 

今後に向けて 

▽移動支援と生活支援の対象地域（対象者）を大江、白川、白山校区に拡大 

▽移動支援の運転ボランティアを増やす 

▽生活支援のボランティアを増やす 

▽SNSを活用したボランティア派遣 
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「ささえあい活動推進地区事業」の展開による地域課題解決 

☑ 生活支援   ☑ 見守り 

☑ 買物支援   ☑ 居場所作り 

☑ 移動支援   □ 協議体 

市町村名：荒尾市 

部 署 名：保険介護課 

連 絡 先：0968-63-1177 

地域の概要 

熊本県北西部に位置する荒尾市は、有明海に面し、豊かな自然環境と歴史的背景をあわせ持

つ地域である。かつては三井三池炭鉱に代表される石炭産業を中心に発展し、地域経済と人口

を大きく支えてきた。しかし、炭鉱の閉山以降は産業構造の転換が進み、主要産業の縮小とと

もに人口は減少傾向にある。 

市内中心部には住宅が比較的密集し、商業施設や公共サービスが集積している。一方で、市

の周縁部には山間部や海沿いの伝統的な集落が広がり、人口密度が低く、昔ながらの生活環境

が今も残されている。 

現在の荒尾市は、都市部と農漁村地域が混在する多様

な地域構造を持ちつつ、若年層の流出、人口減少や高齢

化といった課題に直面している。将来的な地域の持続性

を確保するためには、生活環境の維持、地域産業の振興、

そして地域コミュニティの活性化が重要となっている。 

・人口：約４８，０００人（高齢化率：約３７％） 

・行政区数：約１４０行政区 

・日常生活圏域：３圏域 

 取組みの背景 

荒尾市では、人口減少と高齢化が進む中、地域における支え合いの力が弱まりつつある状況

が見られていた。特に、日常生活を営むうえで援助を必要とする高齢者や障がいのある人、ま

たは地域で孤立しやすい住民に対し、従来の公的サービスだけでは支援が十分に行き届かな

いケースも増加している。 

このような地域課題に対応するため、地域住民が主体となって互いに支え合う活動を促進

し、その活動を支援・助成することで地域全体の福祉力を高めることを目的として、荒尾市社

会福祉協議会（以下、「市社協」という。）において「ささえあい推進地区事業」を創設。 

市社協に委託している第２層生活支援コーディネーターが、地区座談会（２層協議体）で寄

せられた地域の課題を踏まえて住民に当該事業の活用を促し、住民同士の助け合いの体制を

再構築している。 

実施までの流れ 

・第２層生活支援コーディネーターが地区座談会等による地域のニーズ・課題を把握 

・市社協によるささえあい活動に関する説明会の開催 

 ※必要に応じて座談会も複数回開催 

・地域課題に則した取り組みメニューの選定 

・地域から市社協への申請 

・活動開始 

事業名称 
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取組みの概要 

・高齢者いきいきサロン 

・見守り活動 

・買い物支援 

・日常生活支援 

・認知症声かけ見守り訓練 

・移送支援 

・子育てサロン 

・買い物ツアー 

・男性向け集いの場 

上記の９つのメニューから地域の現状や状況に合わせて地域住民が選び実施する。活動が

継続的に行われるよう、市社協が立ち上げや運営に対する助言やサポート、所定のルールに

基づいた金銭・物品の援助を行う。 

※写真は高齢者いきいきサロンの様子 

 生活支援コーディネーターの役割 

 ３つの日常生活圏域（中学校区）に１名ずつ配置している第２層生活支援コーディネータ

ーが、各担当地域にて以下のことを実施している。 

①地区座談会の開催等による地域住民の課題の把握と解決に向けた方策の提案 

※方策の一つが「ささえあい推進地区事業」 

②当該事業の説明 

③地域住民と活動の支援団体とのマッチング（必要に応じて） 

④当該事業の立ち上げサポートや継続的な活動のためのフォローアップ 

⑤必要に応じて新たな課題の把握と解決策の検討、行政（第１層生活支援コーディネーター

等）へ提案 

今後に向けて 

人口減少や高齢化、高齢者の生き方の多様化（既存の制度や仕組みでは充足させられない

が本人の QOL の維持に欠かせない興味関心事を持っている等）が進む中、地域における支え

合いや様々な地域資源の活用がこれまで以上に重要となっている。そのため、生活支援コー

ディネーターには、地域の様々な“物”や“人”、“環境”を資源と捉える視点と、その資源と

地域住民をつなぎ、住民主体の支え合いの動きを広げていく中核的な役割を担っていくこと

が求められる。 

今後は、地域や個人の特性に応じた支援ニーズを把握し、既存の資源や活動をつなぎ合わ

せるとともに、異業種（医療・介護・福祉分野以外）とのつながりを作ることによる新たな

地域資源の発掘にも力を入れていきたい。 

また、高齢化が進む地域においては、すでに立ち上げた活動や仕組みをいかに維持継続し

ていくかが課題となっている。住民・自治会・民間団体・行政と協力しながら、地域で支え

合う活動が継続する環境づくりを進めていくことも期待されていると感じている。 

生活支援コーディネーターとして、対象者の生きがいや役割の再構築、困り事の解決とい

った個人へのアプローチを検討・実施しながら、地域の様々な資源とつながりを作り、誰も

が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる荒尾市となるよう活動していく。 
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生活支援体制整備事業とケアマネジメントの連携強化 

地域資源情報共有会～SCプレゼンツ！我がまち 知ってる会～ 

□ 生活支援   □ 見守り 

□ 買物支援   □ 居場所作り 

□ 移動支援   □ 協議体 

         ☑ その他 

市町村名：上天草市       

部 署 名：高齢者ふれあい課   

連 絡 先：0969-28-3378 

地域の概要 

 

上天草市は、平成１６年に大矢野町、松島町、姫戸町、龍ヶ岳町が合併して誕生。 

【人口】 ２２，９２４人 【高齢化率】４５．３％ 

【要介護認定率】１９．８％（Ｒ７．１１月末） 

【日常生活圏域】４圏域（大矢野・松島・姫戸・龍ヶ岳） 

【SCの配置状況】（R７年１２月現在） 

第１層SC‥１名（直営包括） 

第２層SC‥５名（社協他２法人へ委託） 

  大矢野地区：２名、松 島 地 区：１名 

  姫 戸 地 区：１名、龍ヶ岳地区：１名 

 取組みの背景 

●SCとケアマネの連携不足 

地域資源情報がケアマネジメントに活かされていない現状がある。地域ケア会議のなかで、専

門職から「社会資源に関する知識が少ない、気軽に相談できる仕組みがあるとよい。」という

意見が挙がった。 

●情報発信の機会不足 

SCが地域を回って集めた情報をアウトプットする場がない。 

●SCの説明力の課題 

地域課題や資源の情報を効果的に伝えるスキルが不可欠。 

●SCの役割認知不足 

ケアマネジャーの中には、SCの役割を理解していない人が多い。 

●要支援者のニーズ把握は専門職が鍵 

ケアマネジャーなど専門職が高齢者の課題を最も把握しているため、連携強化により課題解決

が進む。 

⇒上記を踏まえて、生活支援体制整備事業とケアマネジメントの連携強化に向けた取組を展開

することになった。 

実施までの流れ 

地域ケア会議で課題抽出 

→ SCへ共有 

→ SC定例会（月1回）で課題解決に向けた検討（やりたいこと、働きかけ方などロジックモデ

ルをつかって整理 

→ 取組内容の決定→実施 

事業名称 
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取組みの概要 

事業名：地域資源情報共有会～SC プレゼンツ！我がまち 知ってる会～ 

 

【内容】生活支援コーディネーターがプレゼンターとして、地域資源の情報をケアマネジャ

ーに対してプレゼンテーションする。  

【趣旨】 

生活支援コーディネーターが日々の活動を通じて得た地域資源の情報を、ケアマネジャー等

の専門職に向けて発信する場として本事業を実施し、関係者同士の顔の見える関係を築き、

地域資源をより効果的にケアマネジメントに活用できる体制づくりを目指すもの。 

【対象者】居宅介護支援事業所、地域包括支援センターなどの職員 

【開催方法】ハイブリット開催（居宅のケアマネはオンライン参加可） 

【開催頻度】４か月に１回 

（６月、１０月、２月の第３水曜日１５時～） 

【開催の工夫】 

・集中力が持続する４５分間で開催。 

・ケアマネが『知っているようで知らない』『今さら 

聞きにくい』、そしてケアマネジメントに活かせる地 

域資源をテーマに選び紹介。 

第１回テーマ：ＳＣと認知症地域支援推進員について 

第２回テーマ：小地域ネットワーク事業について 

参加状況：第１回２９名、第２回２５名 

 生活支援コーディネーターの役割 

・会の企画・運営 

・周知（関係者への開催通知） 

・当日の司会進行（雰囲気づくりに配慮し、質問しやすい環境を整備） 

・役割分担して地域資源を紹介（情報収集、資料作成） 

・事業実施前後のケアマネジャーへの声掛け（関係構築） 

今後に向けて 

【得られた効果】 

・SCの説明力向上 

・ケアマネからの相談件数の増加（顔の見える関係の構築） 

・地域資源の有効活用へ繋がった（生活支援ボランティアやかよいの場へのマッチング実績

の増加） 

 

【今後の展開】 

 アンケート回答者全員が『業務に役立つ』『次回も参加したい』と回答しているため、今後

も継続して開催し、ケアマネジメントへの地域資源活用を促進していく。 

また、専門職が把握している高齢者の課題を地域づくりに活かすため、SCとケアマネの双

方向の連携をさらに強化していく。 

【開催の様子】 
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生活支援体制整備事業×まちづくりボランティアセンター事業 
住みつづけるまちづくり 

☑ 生活支援   ☑ 見守り 

□ 買物支援   ☑ 居場所作り 

□ 移動支援   □ 協議体 

市町村名：高森町           

部 署 名：高森町社会福祉協議会        

連 絡 先：0967-62-2158 

地域の概要 

  

高森町は九州のほぼ中央にあって熊本県の最東端に位置し、南部は宮崎県西臼杵郡、北部は 

大分県竹田市に接している。 

総面積175.06ｋ㎡の広い町土を有する農山村地域である。 

人口約5,800人、高齢化率は44.7％となっており、今後益々人口減少 

及び少子高齢化が想定される。 

中山間地域が多く、移動手段の確保、担い手不足などにより存在する 

地域活動の継続が課題となっている。 

だが、「結い」は希薄になりつつあるが存在する。 

 取組みの背景 

  

地域協議体「かたろう会」のアンケートや協議体メンバーとの話し合いを通じ、人口減少に

よる担い手の課題、地域高齢化の課題、地域産業後継者の課題、地域防災対策など今後の各種

分野での不安（共助と互助）が活動する中で強く印象に残り、１０年先を考える以前に５年後

の本町（地域）を見据えた「ふくしのまちづくり」の行動を起こすきっかけとなった。 

社会福祉協議会に生活支援体制整備事業が委託。社協各種事業ごと展開しており、まちづく

りにおいては、事業ごと追及しての取り組みは必要であるが、現代は追及する部分と包括的な

視点が必要になる。以前よりボランティアセンターは包括的・包摂的なことが求められ、また、

研究・探求する視点を持つ取り組みを模索していたため、まちづくりボランティアセンターに

改めたことにより、生活支援体制整備事業と連携した取り組みを１年度後れて今年度より開始

した。 

 

・Ｒ７年度の取り組み（12/17現在） 

 ・地域団体（ＮＯＫａＴｓ）と地域をつなぐ「農福連携 活動の場」の取り組み 

（ロス花を活用したドライフラワーと地域住民コラボ事業開始） 

   地域福祉コーディネーター（就労的支援コーディネーター）と連携 

・「かたろう会」構築に向けた取り組み（３地区新構築 現在旧小学校区１０構築） 

 ・「健
けん

幸
こう

」をワードとしたシニアクラブ（老人クラブ）全地区設置への取り組み 

（２クラブ設立 Ｒ７年度３クラブ目標） 

 ・防災と地域を結ぶ防災士協議会設置に向けた取り組み（設立） 

 ・山間部女子会設立に向けた取り組み（設立） 

 ・包括的・包摂的福祉教育の取り組み（生活支援体制等）（３地区のかたろう会で進行中） 

 ・集落支援員制度を活用した取り組み 

 

 

事業名称 
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実施までの流れ 

  

各校区の「かたろう会」等での話し合いを通じて様々なヒントを元に、地域の自治会長、民

生委員児童委員、女性会組織、老人クラブ、地区にある団体（企業）と意見交換を実施し、Ｒ

７年度の各取り組みについて幾度と説明会を実施した。その説明会での意見が重要となり、担

当者と前者の関係者との話し合いで訪れる、ある瞬間を待ち、慎重に取り組んできた成果がＲ

７年度に実現できたと振り返る。 

かたろう会のメンバーは地区の団体や本町内外企業に属している方であり、まちづくりを進

めるためにはかたろう会の存在は多大なものと考えている。 

取組みの概要 

Ｒ７年度の取り組みの２つの事例 

○農福連携 

３年前に発足した「NOKaTs」では花農家のロス花を活用したドラ 

イフラワーの製造と県内外に販売を行っている。その団体が地域貢献を 

したいという思いから、地域とのつながりを深める取り組みを模索し 

ていた。 

一方でこれから、本町で必要なワードは共助と互助である。 

「もっと地域の人と交流」「外に出るきっかけ」両者をつなげる 

「豊さ」のワードを基につながる居場所づくりを農山村地域である 

農業を×（掛け）て障がいのある方、高齢者、若い世代、子どもなど 

が気軽に集い、作業や交流を行う「活動の場」を設けた。 

NOKaTs を中心に参加者がそれぞれ役割を持ちながら関わり、無理 

のない形で地域とのつながりを深めている。 

本取り組みは、農福連携による居場所づくりを通して支えあいの 

ある地域づくりを目的とする。専門的な支援や特別な仕組みを設け 

るのではなく農作業という日常的な活動の中でそれぞれが役割を持 

ち、無理のない形で参加する。事業者と地域、まちづくりボランティ 

アセンター・生活支援コーディネーター・地域福祉コーディネーター 

（就労的支援コーディネーター（集落支援員））が連携し「地域の中で続けられる農福連携」

の形を実践している。 

 

○防災士とシニアクラブ立上げ 

 この両者は、福祉のまちづくりには欠かせない存在であり、２年前より情報収集をボランテ

ィアセンターでは取り組んでいた。生活支援体制整備事業と連携することで、更なる情報が集

約された。また、両者は日常の支え合いを基盤に、役割が分かれつつ相互補完する存在である

ことからＲ７年度行動に移せた。 

 シニアクラブ（老人クラブ）本町はＲ６年度１２クラブが存在するが、６つの地区にはない

ことから設立に向けボランティアセンターの情報と生活支援体制整備事業（かたろう会）の情

報を共有した結果が現在２クラブの設立になった。 

 防災士協議会設立に至った経緯は、住民同士のつながり、日常の見守り・助け合いの平常時

の関係作りが災害時の命と生活を守るチカラ（地域力）につながることから、行政と共同で実

施した。現在３４名が加入している。今後、知識豊富な防災士と連携して、更なるまちづくり

を目指す。 
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 生活支援コーディネーターの役割 

 

かたろう会と地域に存在する地域団体など様々な人々が連携を図りながら多様な日常の生

活上の支援体制の充実・強化及び高齢者等の地域参加の推進を一体的に図っていき、ボラン

ティアセンター・地域福祉コーディネーター（就労的支援コーディネーター（集落支援員））

と連携することで幅が広がり、更なる活動が展開できる。 

・第２層コーディネーター支援・連携 

・かたろう会の意見集約 

・地域課題への対応→行政との連携（調整） 

・まちづくりボランティアセンター（資源調査）・地域福祉コーディネーターとの連携 

・地域包括支援センターとの連携 

・関係機関・団体・企業との連携 

今後に向けて 

 

人口減少と担い手不足の対策を図るためには、この生活支援体制整備事業（地域協議体「か

たろう会」）は今後必要な存在になることから別制度と連携するため集落支援員制度を活用

して取り組んでいる。 

行政、まちづくりボランティアセンターと一体となり、今後は活動内容の幅を広げ、より

多くの住民が関われる取り組みを創出し発展させていきたい。 

本事業は、地域資源をもっと有効活用し、実際の活動の様子や、参加者同士のかかわり方

を見ていただくことで、各地域に応じた展開のヒントにつながると考えている。 
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高齢者の医療と介護の便利帳「かしまっぷ」 

☒ 生活支援   ☒ 見守り 

☒ 買物支援   ☒ 居場所作り 

☒ 移動支援   □ 協議体 

市町村名：嘉島町 

部 署 名：嘉島町地域包括支援センター 

連 絡 先：096-237-2981 

地域の概要 
令和7年4月時点における嘉島町の総人口は10,251人であり、前期高齢者は1,138人、後期高齢者は1,460人となっ

ています。前期高齢者は減少傾向にある一方で、後期高齢者は増加しており、地域の高齢化が進行していることが

明らかです。特に後期高齢者の増加は介護ニーズの拡大に直結し、今後の体制整備において重要な課題となりま

す。令和7年4月現在、要介護（要支援）認定者数は521人で、その内訳は要支援1・2が153人、要介護1〜5が368人

です。サービス受給状況を見ると、居宅介護（介護予防）サービスの利用者は294人で認定者全体の約60％を占め、

在宅生活を維持しながら支援を受ける高齢者が多数を占めています。地域密着型サービスの利用者は42人、施設介

護サービスの利用者は56人で、それぞれ約10％に相当し、在宅を基本とし

つつ必要に応じて施設や地域サービスを利用する構造が定着しています。 

嘉島町は熊本市近郊に位置し、人口規模は約1万人と比較的小さいなが

ら、都市部と農村部の両方の性格を併せ持つ地域です。住宅地の拡大が進

む一方で、過疎化する地域もあり、地域によって生活環境や交通利便性に

差があるのが特徴です。特に高齢者にとっては移動手段の確保が課題であ

り、買い物や通院、通いの場への参加に支障をきたすケースが見られます。

こうした背景から、住民の声を反映した交通サービスの導入が実現してい

ます。 

 取組みの背景 
①生活支援、②移動支援、③買い物支援、④通いの場支援に関する課題

は、平成29年度以降、現在に至るまで毎月開催されている地域ケア会議で

継続的に取り上げられてきました。これらの課題については、年1回開催

される運営協議会においても情報共有が行われています。 

平成28年度の地域ケア会議では、住民や関係機関から「地域の社会資源

が整理されていないため、必要な支援につながりにくい」という指摘があ

りました。高齢化の進展に伴い、介護予防や生活支援に関する情報を分か

りやすく提供する仕組みが求められ、事業所・医療機関・ボランティア団

体など多様な資源を一元化する必要性が明らかとなりました。 

こうした背景を踏まえ、地域住民が安心して支援を受けられる環境を整

えることを目的に、平成30年度より「社会資源便利帳かしまっぷ」の編集

が開始されました。 

実施までの流れ 
社会資源便利帳「かしまっぷ」実施までの流れ 

① 準備過程（平成28年度後半〜平成29年度） 

• 地域包括支援センターを中心に、既存の福祉サービス・医療機関・介護事業所の情報収集を開始。 

• 他自治体の事例調査や情報ツールの形式検討。 

•「顔の見える関係づくり」を意識し、事業所職員の顔写真掲載を方針化。 

② 協議体での検討（平成29年度） 

• 地域ケア会議や在宅医療連携会議など関係者で編集方針を協議。 

• 掲載内容（福祉サービス、介護支援、医療機関、ボランティア活動など）の範囲を決定。 

• 利用者目線で「見やすさ」「探しやすさ」を重視した構成を検討。                

③ 関係機関との調整（平成29年度後半） 

• 医療機関、介護事業所、福祉団体へ情報提供依頼。 

• 顔写真掲載に関する同意取得。 

④ 編集・発行（平成30年度） 

• 「社会資源便利帳かしまっぷ」初版を編集・発行。 

• 介護予防・生活支援の情報ツールとして活用開始。情報は適宜更新 

事業名称 
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 取組みの概要 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

２：移動支援 「乗り合いタクシー ゆうすい GO」 

嘉島町では高齢者等の移動支援を目的に、企画情報課が令和３年に 65 歳以上を対象としたアンケートを実

施。令和４年には広報誌や全戸配布資料、町ホームページで実証実験を周知し、同年 10 月 17 日～11 月 16 日に

乗り合いタクシーの試験運行を行いました。全国的な高齢化に伴う免許返納の必要性と、地方での公共交通衰

退という課題を背景に、町は 75 歳以上に年間１万円分の「バス・タクシー乗車券」を交付していますが、路線

バスの少ない地域では十分に活用されていませんでした。既存交通網の維持が難しい中、官民連携による新た

な交通手段として乗り合いタクシーを導入し、効果検証を経て令和５年２月１日より本格運行を開始しまし

た。 

 

    

１：生活支援  高齢者の医療と介護の便利帳「かしまっぷ」 

「社会資源便利帳かしまっぷ」は、地域の支援サービスや福祉制度を整理し、必要な人が適切な支援につな

がるよう平成 30 年度から編集を開始しました。事業所職員の顔写真を掲載し、顔の見える関係づくりを促進

しています。役割は、①福祉・介護・医療資源の一覧化、②サービスへのアクセス向上、③住民やボランティ

アの支え合い促進、④介護予防や生活支援の充実を通じて地域包括ケアの基盤を整えることです。 

 
「かしまっぷ」の中身を一部ご紹介します。 
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３：買い物支援    「移動販売・配食・配達」 

 

嘉島町では令和元年から役場と協議を進め、地域ケア会議で「買い物支援」が課題となりました。アンケー

トでは地区ごとに差があり、上六嘉・下六嘉は日用品販売、滝河原・犬渕は生鮮食品を希望。一方、井寺・北

甘木は関心が薄く、鯰・上仲間は不要との回答もありました。嘉島町ではこうした地域差を踏まえ、移動販売

や配食などについては個別に対応し、高齢者の生活支援と自立を支えています。 

     

４-1：見守り・居場所づくり「通いの場マップの作成」 

嘉島町の高齢者通いの場支援は、安心して集い交流することで心身の健康を保ち、介護予防につなげることを目的とし

ています。定期的な外出や仲間との関わりにより閉じこもりや孤立を防ぎ、生活の質を向上させます。さらに、住民・ボ

ランティア・福祉関係者が協働することで、人材不足を補い持続可能な体制を整えられます。こうした取り組みは介護予

防や重度化防止を促進し、地域包括ケアと共生社会の基盤となります。 
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＊「かしまっぷ」の広報と啓発だけでなく地域住民や医療機関、事業所のニーズと社会資源との 

マッチングも行っています。 

 

 

  

４-2：見守り・居場所づくり 

「ふれあいいきいきサロン・脳いきいきサロン」  

嘉島町では「ふれあいいきいきサロン」で心身の活性化、「脳いきいきサロン」で認知症予防と早期発見

を目的に地域住民主体で実施しています。川畑式プログラムを基準とした活動は、あいさつ・ニュース共

有、カードゲーム、ペンシルパズルや頭のリハビリパズルなどを組み合わせた 60 分構成で、楽しく脳を刺

激する内容です。物品の貸出は嘉島町地域包括支援センターが窓口となり、事前予約制・最長 3日間の貸

出期間で運用され、印刷支援やプログラム相談も可能です。毎週火曜日の事業や他地域との調整も行いな

がら、脳いきいきサポーターの協力のもと、地域で安心して暮らし続けられる環境づくりを目指していま

す。認知症になっても暮らしやすい嘉島町の実現に向けて、地域包括支援センターや専門家と連携しなが

ら取り組みが進められています。 
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 生活支援コーディネーターの役割 

嘉島町における高齢者支援の取り組みは、生活支援コーディネーターが中心となって進めているも

のではなく、嘉島町の住民が主体となり、区長、老人会、民生委員、高齢者相談委員、サロンリーダ

ーなどの地域のボランティア、関係機関、役場職員、社会福祉協議会、地域包括支援センターなど、

多くの地域住民の気づきと協力によって成り立っています。介護予防や重度化防止を目的とした「通

いの場」や「脳いきいきサロン」では、ストレッチや脳トレ、パズルなどを通じて心身の健康を維持

し、孤立防止や交流促進につなげています。 

また、買い物支援の取り組みでは、アンケート調査を通じて地域ごとのニーズを把握し、移動販売

の頻度や品揃えを検討するなど、住民の声を反映した柔軟な対応が進められています。さらに、移動

支援についても地域住民の声を受け、役場の企画情報課が中心となりアンケートを実施し、実証実験

を経て運行に至った経緯があり、令和７年現在、町の移動支援の一翼を担っています。 

これらの活動は、運営支援を含め、行政と地域が連携しながら支え合う仕組みとして展開され、認

知症予防や生活支援を通じて「いくつになっても人とふれあいだれもが笑顔で住みよい嘉島町」を目

指すものです。地域の声を大切にし、多様な主体が協働することで、持続可能な支援体制を築き、誰

もが安心して暮らせる地域づくりが進められています。 

 

 

今後に向けて 

今後に向けては、嘉島町が進めてき

た通いの場や脳いきいきサロン、買い

物支援、移動支援などの取り組みをさ

らに発展させ、地域住民の声を反映し

ながら持続可能な体制を築くことが

重要です。 

区長、老人会、民生委員、高齢者相

談員、地域のボランティア、関係機関、

役場職員、社協、包括など多様な主体

が協働し、認知症予防や生活支援を通

じて「いくつになっても人とふれあい

だれもが笑顔で住みよい嘉島町」を実

現するため、地域全体で支え合う仕組

みの充実強化を図っています。 
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